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募集要項
９月20日（日）

令和８年度令和８年度令和８年度

大津町役場大津町役場大津町役場

●なぜ、役場で仕事をしようと思ったのですか？
中高生のころから「人の役に立つ仕事がしたい」という思いがあり、将来について考えたとき、
地域の方々の生活を支え、身近なところで人のために働くことができる公務員という仕事に魅
力を感じるようになりました。

　役場で働くことを決めた理由は、住民の方と関わりながら町とともに自分も成長をしていきた
いと考えたからです。

●役場でどんな仕事をしていますか？
　新規採用後に農政課へ配属され、農地や農業用水路などの保全活動を支援する補助金の交

付事務や農業土木工事の補助事務を担当しています。
●仕事で印象深かったことは？
　住宅街の近くにサルが出没したとの問い合わせを受け、先輩と一緒に現地へ追い払い対応

に向かったことです。当初は猿の追い払いも役場の仕事であることに驚いた記憶がありま
す。対応後には近隣住民の方から感謝の言葉をいただき、地域に関わる仕事のやりがいを
感じられました。

●職場の雰囲気はどうですか？
　明るく相談しやすい雰囲気の職場です。現場対応が多

い課のため、情報共有を大切にしながら業務を行って
います。

●先輩からのメッセージをお願いします！
今も未来もみんなが幸せであり続けられるまち、大津
をともに作っていきましょう！

先輩職員の声

入庁２年目
採用職種：行政 農政課

■申し込み・問い合わせ
　役場総務課　人事秘書係　☎096（293）3111

各職種の受験資格については、
試験案内をご確認ください。
試験案内は町ホームページから
ダウンロードしていただくか、
役場総務課にも用意しています。

■試験会場　大津町役場

■採用日　令和９年４月１日（予定）

このほかにも幅広い仕事があ
り、職員は数年ごとに部署を
異動して仕事を行っています。

試験日

７月27日（月）～８月14日（金）申込期間

職員採用試験

詳しくはこちら

町はこんな職員を
求めています！
・住民の目線で仕事ができる人
・笑顔でコミュニケーションができる人
・前向きに仕事に取り組むことができる人

専用フォームから申し込みが可能です。
ホームページにリンクを掲載しています。

一般事務

行　　政

高卒程度 ３人

３人

３人大卒程度

行　　政

土 　 木 高卒程度

職　種 試験程度 採用予定人数

１人

土 　 木

学 芸 員 民間企業等職務経験者

民間企業等職務経験者

民間企業等職務経験者

１人

１人

１人
一般事務

（障がい者対象） 高卒程度

役場職員は
こんな仕事も
しています。

・まちの魅力を活かした観光イベントの実施　・路線バスへの運行補助や乗合タクシーの運行
・町内の小中学校の増改築、教育施設の整備や修繕　・道路の新設や整備 駅周辺のまちづくり
・地震、台風などの災害時の避難所運営　・選挙の際の投票所での事務、開票作業

あなたも大津町で
働いてみませんか？

国民
年金

●問い合わせ　役場住民課　住民係　☎096（293）3112

令和８年度保険料
免除申請の受付開始

●対　　象　　本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の人
●免除期間　　７月～翌年６月
●必要なもの　免許証などの身分証明書
　　　　　　　失業の場合…離職票、雇用保険受給資格者証
●注　　意　　�免除申請ができるのは申請時点から２年１カ月前まで

の期間

■保険料の猶予制度
納付猶予 ……�50歳未満の人で国民年金保険料を納め

るのが困難な人は、申請をして承認さ
れると、保険料の納付が猶予されます。

出張年金相談所をご利用ください�
毎月第３金曜日に年金事務所相談員による「出張年金相談所」を開設しています。予約制です。

　●年金に関する問い合わせ　熊本西年金事務所　　☎096（353）0142　（自動音声案内「１」→「２」）
　●出張年金相談所の予約　　役場住民課　住民係　☎096（293）3112

令和８年度保険料と受給額

保険料 老齢基礎年金
の受給割合

全額免除 0円 ８分の４
４分の３免除 ４，４８０円 ８分の５
半額免除 ８，９６０円 ８分の６

４分の１免除 １３，４４０円 ８分の７
全額納付 １７，９２０円 ８分の８

■「免除・猶予」と「未納」の違い
①老後の年金に反映
　免除・猶予の全ての期間が、老齢基礎年金を受給する
ための資格期間に反映します。

②老後の年金額に一部算入
　免除期間は、減額しますが老齢基礎年金額の計算に算
入します。猶予期間は算入しません。

③障害・遺族年金も保障
　免除・猶予の全ての期間が、国民年金から支給される
障害基礎年金と遺族基礎年金を受給するための資格期間
に入れることができ、万一の場合は満額保障することが
できます。

■「追納制度」があります�
　免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます。
※免除・猶予した年度から２年経過した分は加算額が上乗せします。
追納を行う場合は、申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■産前産後期間の
　保険料免除制度があります
　国民年金第１号被保険者を対象にした産前産後期間の
保険料免除制度があります。
　出産予定日か出産日が属する月の前月から４カ月間の
国民年金保険料を免除します。多胎妊娠の場合は、出産
予定日か出産日が属する月の３カ月前から６カ月間の国
民年金保険料を免除します。出産予定日の６カ月前から
届出可能です。

経済的理由や災害などで保険料を納めることが困難なときは、保険料の全額か一部の納付が
免除される場合があります。

「免除制度」とは

ねんきんネット
（年金情報の確認や各種手
続きができるサービス）
はこちら▼


